
 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆                      ☆ 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

令和８年３月２日 提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多 久 市 

 

 

 

 

多 久 市 議 会 定 例 会 議 案 



 

目  次 

                                ページ 

 

議案甲第 １号  多久市行政手続条例の一部を改正する条例…………… １  

 

 

議案甲第 ２号  多久市病院事業清算特別会計条例を廃止する条例…… ４ 

 

 

議案甲第 ３号  多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例…… ５ 

 

 

議案甲第 ４号  多久市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を  

定める条例…………………………………………………１１ 

 

 

議案甲第 ５号  多久市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部を改  

正する条例…………………………………………………１３ 

 

 

議案甲第 ６号  多久市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例………１４ 

 

 

議案甲第 ７号  多久市企業立地奨励条例…………………………………１５ 

 

 

議案甲第 ８号  第５次多久市総合計画後期基本計画について…………２２ 

 

 

議案甲第 ９号  多久市過疎地域持続的発展計画について………………２３ 

 

 

議案甲第１０号  市道路線の廃止について…………………………………２４ 

 

 

議案甲第１１号  市道路線の認定について…………………………………２８ 

 

 

議案乙第 １号  令和８年度多久市一般会計予算…………………………別冊 

 

 



 

 

                                ページ 

 

議案乙第 ２号  令和８年度多久市給与管理・物品調達特別会計予算…別冊 

 

 

議案乙第 ３号  令和８年度多久市宅地造成事業特別会計予算…………別冊 

 

 

議案乙第 ４号  令和８年度多久市国民健康保険事業特別会計予算……別冊 

 

 

議案乙第 ５号  令和８年度多久市後期高齢者医療特別会計予算………別冊 

 

 

議案乙第 ６号  令和８年度多久市下水道事業会計予算…………………別冊 

 

 

議案乙第 ７号  専決処分の承認について（令和７年度多久市一般会計  

補正予算（第６号））………………………………………３２ 

 

 

議案乙第 ８号  専決処分の承認について（令和７年度多久市一般会計  

補正予算（第７号））………………………………………３４ 

 

 

議案乙第 ９号  令和７年度多久市一般会計補正予算（第８号）………別冊 

 

 

議案乙第１０号  令和７年度多久市国民健康保険事業特別会計補正  

予算（第３号）……………………………………………別冊 

 

 

議案乙第１１号  令和７年度多久市後期高齢者医療特別会計補正  

予算（第２号）……………………………………………別冊 

 

 

議案乙第１２号  令和７年度多久市病院事業清算特別会計補正予算  

（第２号）…………………………………………………別冊 

 

 



 

 

                                ページ 

 

議案乙第１３号  令和７年度多久市下水道事業会計補正予算  

（第２号）…………………………………………………別冊 

 



1 

 

議案甲第１号 

 

   多久市行政手続条例の一部を改正する条例  

 

 多久市行政手続条例（平成９年多久市条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並び

に当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改

め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。  

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧するこ

とができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該市長等の

事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日か

ら２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。  

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。  

 第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４

項」を、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経

過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。  

 第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同

項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８

条第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３

項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。  
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 第３２条中「この条」の次に「及び次条第２項」を、「市長等の処分その他

公権力の行使に当たる行為をいう。」の次に「次条第２項において同じ。」を

加える。 

 第３３条第２項中「行政機関」を「市の機関」に改め、同項第３号中「当該

権限」の次に「の行使」を加え、同条第４項第２号中「含む。）」の次に「又

は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）」を加える。  

 第３４条の２第１項中「法令等」を「法律又は条例」に、「、本市の条例又

は佐賀県の条例」を「又は条例」に、「行政機関」を「市の機関」に改め、同

条第２項第３号中「法令」を「法律又は条例」に改め、同条第３項中「当該行

政機関」を「当該市の機関」に、「、本市の条例又は佐賀県の条例」を「又は

条例」に改める。  

 第３４条の３第１項中「行政庁」を「市長等」に、「行政機関」を「市の機

関」に改め、同条第２項第４号中「法令等」を「根拠となる法令の条項」に改

め、同条第３項中「当該行政庁又は行政機関」を「当該市長等又は市の機関」

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。ただし、第３２条、第３

３条第２項各号列記以外の部分及び第３号並びに第４項第２号、第３４条の

２第１項、第２項第３号及び第３項並びに第３４条の３第１項、第２項第４

号及び第３項の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この条例による改正後の多久市行政手続条例第１５条第３項及び第４項

（これらの規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規

定は、前項本文に掲げる規定の施行の日以後にする通知について適用し、同
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日前にした通知については、なお従前の例による。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 行政手続法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第２号 

 

   多久市病院事業清算特別会計条例を廃止する条例  

 

 多久市病院事業清算特別会計条例（令和７年多久市条例第６号）は、廃止す

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前の多久市病院事業清算特別会計条例による多久市病

院事業清算特別会計（以下「廃止会計」という。）に係る令和７年度分の収

入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。  

３ 廃止会計に属する財産、債権債務及び歳計余剰金は、令和８年度以後の多

久市一般会計が引き継ぐものとする。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 多久市国民健康保険病院事業の清算が終了するため、条例を廃止する必要が

ある。 
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議案甲第３号 

 

   多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 多久市国民健康保険税条例（昭和２９年多久市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」

の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による

子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）」を加え、同項に次の１号を加える。  

 (４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用（佐賀県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）  

 第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１

項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。  

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に、「１００分の１０．９４」を「１００分の１０．１９」に改める。  

 第４条中「２９，８００円」を「３０，５００円」に改める。  
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 第５条第１号中「第７条の２」の次に「、第９条の６」を加え、「３２，２

００円」を「３２，８００円」に改め、同条第２号中「１６，１００円」を「１

６，４００円」に改め、同条第３号中「２４，１５０円」を「２４，６００円」

に改める。 

 第６条中「１００分の３．４０」を「１００分の３．０６」に改める。  

 第７条中「９，１００円」を「９，２００円」に改める。  

 第７条の２第１号中「９，１００円」を「９，２００円」に改め、同条第２

号中「４，５５０円」を「４，６００円」に改め、同条第３号中「６，８２５

円」を「６，９００円」に改める。  

 第８条中「１００分の２．５９」を「１００分の２．３４」に改める。  

 第９条中「１２，１００円」を「１１，４００円」に改める。  

 第９条の２中「５，３００円」を「５，１００円」に改め、同条の次に次の

４条を加える。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００

分の０．２８を乗じて算定する。  

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，

０００円とする。  

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額）  

第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保

険者１人について１００円とする。  

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分
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に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  

 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ７００円 

 (２) 特定世帯 ３５０円 

 (３) 特定継続世帯 ５２５円 

 第２１条各号列記以外の部分中「並びに」を「、」に改め、「には、１７万

円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額から

キからクまでに掲げる額を減額して得た額」を加え、同条第１号ア中「２０，

８６０円」を「２１，３５０円」に改め、同号イ (ア)中「２２，５４０円」を

「２２，９６０円」に改め、同号イ (イ)中「１１，２７０円」を「１１，４８

０円」に改め、同号イ (ウ)中「１６，９０５円」を「１７，２２０円」に改め、

同号ウ中「６，３７０円」を「６，４４０円」に改め、同号エ (ア)中「６，３

７０円」を「６，４４０円」に改め、同号エ (イ)中「３，１８５円」を「３，

２２０円」に改め、同号エ (ウ)中「４，７７８円」を「４，８３０円」に改め、

同号オ中「８，４７０円」を「７，９８０円」に改め、同号カ中「３，７１０

円」を「３，５７０円」に改め、同号に次のように加える。  

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について７００円  

  ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ４９０円 

  (イ) 特定世帯 ２４５円 

  (ウ) 特定継続世帯  ３６８円 

 第２１条第２号ア中「１４，９００円」を「１５，２５０円」に改め、同号

イ(ア)中「１６，１００円」を「１６，４００円」に改め、同号イ (イ)中「８，

０５０円」を「８，２００円」に改め、同号イ (ウ)中「１２，０７５円」を「１

２，３００円」に改め、同号ウ中「４，５５０円」を「４，６００円」に改め、

同号エ(ア)中「４，５５０円」を「４，６００円」に改め、同号エ (イ)中「２，
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２７５円」を「２，３００円」に改め、同号エ (ウ)中「３，４１３円」を「３，

４５０円」に改め、同号オ中「６，０５０円」を「５，７００円」に改め、同

号カ中「２，６５０円」を「２，５５０円」に改め、同号に次のように加える。  

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について５００円  

  ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ３５０円 

  (イ) 特定世帯 １７５円 

  (ウ) 特定継続世帯  ２６３円 

 第２１条第３号ア中「５，９６０円」を「６，１００円」に改め、同号イ (ア)

中「６，４４０円」を「６，５６０円」に改め、同号イ (イ)中「３，２２０円」

を「３，２８０円」に改め、同号イ (ウ)中「４，８３０円」を「４，９２０円」

に改め、同号ウ中「１，８２０円」を「１，８４０円」に改め、同号エ (ア)中

「１，８２０円」を「１，８４０円」に改め、同号エ (イ)中「９１０円」を「９

２０円」に改め、同号エ (ウ)中「１，３６５円」を「１，３８０円」に改め、

同号オ中「２，４２０円」を「２，２８０円」に改め、同号カ中「１，０６０

円」を「１，０２０円」に改め、同号に次のように加える。  

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について２００円  

  ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  １４０円 

  (イ) 特定世帯 ７０円 

  (ウ) 特定継続世帯  １０５円 

 第２１条の３第１号ア中「４，４７０円」を「４，５７５円」に改め、同号
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イ中「７，４５０円」を「７，６２５円」に改め、同号ウ中「１１，９２０円」

を「１２，２００円」に改め、同号エ中「１４，９００円」を「１５，２５０

円」に改め、同条第２号ア中「１，３６５円」を「１，３８０円」に改め、同

号イ中「２，２７５円」を「２，３００円」に改め、同号ウ中「３，６４０円」

を「３，６８０円」に改め、同号エ中「４，５５０円」を「４，６００円」に

改め、同条に次の１号を加える。  

 (３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額  次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額  

  ア 第２１条第１号キに規定する金額を減額した世帯  １５０円 

  イ 第２１条第２号キに規定する金額を減額した世帯  ２５０円 

  ウ 第２１条第３号キに規定する金額を減額した世帯  ４００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯  ５００円 

 第２１条の４に次の２号を加える。 

 (７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の所得割額  当該出産被保険者につき第９条の３の規定により算定し

た所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額  

 (８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額  当該出産被保険者につき第９条の４の規定によ

り算定した被保険者均等割額（第２１条に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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（適用区分） 

２ この条例による改正後の多久市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 地方税法の一部改正への対応及び多久市国民健康保険税の改定のため、条例

の一部を改正する必要がある。 
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議案甲第４号 

 

   多久市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例     

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に

基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。  

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号。以下「基準府令」という。）

において使用する用語の例による。  

 （特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準）  

第３条 特定乳児等通園事業者は、多久市暴力団排除条例（平成２４年多久市

条例第１３号）第２条第４号に規定する暴力団等に該当してはならない。  

第４条 前条に規定するもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準は、基準府令の定めるところによる。  

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （準備行為） 

２ この条例の規定に基づく運営に係る準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。  

 

 

 上記の議案を提出する。  
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   令和８年３月２日  

 

多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 乳児等通園支援事業に対応した給付制度を開始するため、条例を制定する必

要がある。 
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議案甲第５号 

 

   多久市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部を改正する条例  

 

 多久市老人ホーム入所判定委員会設置条例（昭和６０年多久市条例第５号）

の一部を次のように改正する。  

 

 第３条第１項第５号を次のように改める。  

 (５) 福祉事務所次長  

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 多久市老人ホーム入所判定委員会の構成員の一部を見直すため、条例の一部

を改正する必要がある。  
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議案甲第６号 

 

   多久市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例  

 

 多久市敬老祝金支給条例（平成１３年多久市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第３条第３号中「１０１歳以上の者」を「最高齢者」に改める。  

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 多久市敬老祝金の支給対象者の一部を見直すため、条例の一部を改正する必

要がある。 
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議案甲第７号 

 

   多久市企業立地奨励条例  

 

 多久市企業立地奨励条例（昭和５３年多久市条例第１４号）の全部を改正す

る。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内に事業所等の新設又は増設を奨励し、本市における

地域経済の活性化、雇用の創出及び定住の促進を図ることを目的とする。  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

 (１) 事業所等 製造業、運輸業、情報通信業その他の事業で規則に定める

ものの用に供する施設をいう。  

 (２) 新設 市内に事業所等を有しない者が、市内に新たに事業所等を設置

することをいう。  

 (３) 増設 市内に事業所等を有する者が、市内に新たに事業所等を設置し、

又は既存の事業所等を拡充することをいう。  

 (４) 事業所等設置者  事業所等を新設し、又は増設する者をいう。  

 (５) 課税免除対象者  事業所等設置者のうち、第５条第２項の規定により

奨励措置適用事業所等の指定を受けたもので、規則で定める対象事業の

区分に応じた要件に該当する者をいう。  

 (６) 特例対象者 事業所等設置者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該

当する者をいう。  

ア 本市と新設又は増設に係る進出協定（以下「進出協定」という。）を

締結し、当該進出協定の締結日（既に進出協定を締結している者にあっ

ては、第５条第２項の規定による奨励措置適用事業所等の指定の日）か
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ら起算して２年 (２年以内に操業を開始できない合理的な理由がある場

合は、市長が別に定める期間 )以内に操業を開始し、かつ、事業所等にお

ける操業が１０年以上継続することが見込まれること。  

イ 第５条第２項の規定により奨励措置適用事業所等の指定を受け、かつ、

規則で定める対象事業の区分に応じた要件に該当すること。  

 (７) 奨励対象者 課税免除対象者のうち、前号アの要件に該当する者をい

う。 

 (８) 投下固定資産 新設又は増設に伴い取得した事業所等の事業の用に供

する土地、建物及び償却資産をいう。  

 (９) 常用労働者 労働基準法(昭和２２年法律第４９号)第１０７条第１項

の労働者名簿に記載された者をいう。  

 (１０) 新規常用従業者 新設又は増設される事業所等の常用労働者（配置

転換、出向等により当該事業所等に雇用される場合は、市外から市内へ

転入する者に限る。）で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をい

う。 

  ア  第１２条ただし書に規定する雇用奨励金に係る申請書を提出する日

（以下「雇用奨励金申請日」という。）において、新設又は増設におけ

る操業開始の日前１年以内の日から操業開始の日後３年以内の日までに、

当該事業所等で１年以上継続して雇用されていること。  

  イ 雇用奨励金申請日において、市内に住所を有すること。  

（便宜供与） 

第３条 市長は、事業所等設置者に対し、次に掲げる便宜を供与することがで

きる。 

 (１) 事業所等の設置に必要な情報を提供すること。  

 (２) 敷地の取得、労務の充足、資材資金の調達、輸送施設の整備その他事

業所等の設置に必要な事項について、協力又はあっ旋すること。  

（奨励措置） 

第４条 市長は、事業所等設置者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことがで
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きる。 

 (１) 固定資産税の課税免除等（課税の免除又は不均一課税をいう。以下同

じ。） 

 (２) 雇用奨励金の交付  

 (３) 用地取得奨励金の交付  

 (４) 操業支援補助金の交付  

（奨励措置適用事業所等の指定）  

第５条 前条の奨励措置を受けようとする者は、規則で定める申請書を事業所

等の新設又は増設に係る工事に着手する日までに市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認める者

について奨励措置適用事業所等に指定するものとする。  

 （固定資産税の課税免除等）  

第６条 市長は、課税免除対象者の投下固定資産に対して課する固定資産税に

ついては、新設又は増設後に最初に課すべきこととなる年度（以下「当初課

税年度」という。）以降６箇年度について、課税を免除することができる。  

２ 市長は、特例対象者の投下固定資産に対して課する固定資産税については、

当初課税年度以降５箇年度については課税を免除し、その翌年度以降５箇年

度については多久市税条例（昭和２９年多久市条例第４４号）第６２条の規

定にかかわらず、同条による税率に２分の１を乗じて得た税率とすることが

できる。 

３ 市長は、第１項の規定により固定資産税の課税免除を受けている課税免除

対象者が、当初課税年度以降５箇年度中に、特例対象者の要件を満たすに至

った場合は、第２項の規定を適用することができる。この場合において、課

税免除等の適用期間は当初課税年度から起算するものとする。  

４ 市長は、前２項の規定にかかわらず、過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法（令和３年法律第１９号）第２４条に規定する固定資産税及び

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２
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６条の地方公共団体等を定める省令 (平成１９年総務省令第９４号 )第３条第

２号に掲げる固定資産税については、当初課税年度以降６箇年度については

課税を免除し、その翌年度以降４箇年度については多久市税条例第６２条の

規定にかかわらず、同条による税率に２分の１を乗じて得た税率とすること

ができる。 

５ 第１項から前項までの規定により固定資産税の課税免除等を受けた者が、

規則で定める要件を満たさなくなった場合は、その翌年度以降、当該固定資

産税の課税免除等を適用しないものとする。  

（雇用奨励金）  

第７条 市長は、奨励対象者又は特例対象者に対し、新規常用従業者が５人以

上である場合は、当該新規常用従業者数に５０万円を乗じて得た金額を雇用

奨励金として交付することができる。ただし、当該奨励金の金額は、５ ,００

０万円を限度とする。  

（用地取得奨励金）  

第８条 市長は、奨励対象者又は特例対象者に対し、取得した用地の面積が５，

０００平方メートル以上の場合は、当該用地の取得金額に２０パーセントを

乗じて得た金額を用地取得奨励金として交付することができる。ただし、当

該奨励金の金額は、３,０００万円を限度とする。  

 （操業支援補助金）  

第９条 市長は、特例対象者に対し、規則で定めるところにより、操業支援補

助金を交付することができる。ただし、当該補助金の金額は、５ ,０００万円

を限度とする。  

 （事業所等設置者の責務）  

第１０条 事業所等設置者で奨励措置を受けようとする者は、次に掲げる要件

を満たすよう努めなければならない。  

(１) 生活環境及び自然環境の保全  

(２) 市が実施する諸施策への協力  

(３) 市内居住者の優先雇用  
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（履行の義務）  

第１１条 奨励措置を受けようとする者は、市税その他本市に対する納付義務

を完全に履行していなければならない。  

 （奨励措置の申請）  

第１２条 奨励措置を受けようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出

しなければならない。ただし、第７条の規定による雇用奨励金の申請につい

ては、新設又は増設につき１回とする。  

（変更等の届出）  

第１３条 奨励措置の決定を受けた者は、前条の申請の内容に変更等が生じた

ときは、規則で定める届出書により、直ちに市長に届け出なければならない。  

（指定の承継）  

第１４条 相続、譲渡、合併その他の事由により奨励措置適用事業所等の指定

を受けた者に変更が生じたときは、承継者は、規則で定める届出書に承継の

事実を証する書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。  

２ 市長は、前項の届出書が提出された場合は、承継者に対して被承継者の残

存する奨励措置を適用することができる。  

（奨励措置の取消等）  

第１５条 市長は、奨励措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、奨励措置の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は停止するこ

とができる。 

(１) 事業所等を当該事業以外の用途に供したとき。  

(２) 事業を廃止若しくは休止したとき、又はその状態にあると認めたとき。 

(３) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。  

(４) 正当な理由なく操業を開始しないとき。  

(５) この条例の規定に違反したとき。  

２ 市長は、前項の規定により奨励措置の決定を取り消したときは、既に受け

た課税免除等に係る税額に相当する金額の全部若しくは一部を納付させ、又

は既に交付した奨励金若しくは補助金の全部若しくは一部を返還させること
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ができる。 

（調査） 

第１６条 市長は、奨励措置について必要があると認めるときは、奨励措置を

受けた者から報告を徴し、又は職員に命じて当該奨励措置に関する帳簿書類

を調査させることができる。  

２ 奨励措置を受けた者は、前項の調査を拒むことができない。  

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例の廃止）  

２ 多久市企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例（平成１７年多久市

条例第２１号。以下「旧特区条例」という。）は、廃止する。  

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の多久市企業立地奨励条例

（以下「旧奨励条例」という。）又は廃止前の旧特区条例の規定により固定

資産税の課税免除等の適用及び奨励金又は補助金の交付（以下「奨励措置」

という。）を受けている者（この条例の施行の日前に旧奨励条例又は旧特区

条例の規定に基づき奨励措置の申請をした者を含む。）については、この条

例の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  
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多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 奨励措置を見直すことにより企業の立地促進を図るため、条例の全部を改正

する必要がある。  
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議案甲第８号 

 

   第５次多久市総合計画後期基本計画について 

 

第５次多久市総合計画後期基本計画を別冊のとおり定めたいので、多久市議

会基本条例（平成２３年多久市条例第４号）第９条第１項及び多久市総合計画

条例（平成３１年多久市条例第１号）第５条の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

多久市における総合的かつ計画的な行政運営を図るため、この案を提案する。 
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議案甲第９号 

 

   多久市過疎地域持続的発展計画について  

 

 多久市過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり定めたいので、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１項の

規定に基づき、議会の議決を求める。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 過疎地域の持続的発展を図る基本方針を定めるため、この案を提案する。  
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議案甲第１０号 

 

   市道路線の廃止について  

 

 市道路線を次のとおり廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項で準用する同法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

 

路線番号  路  線  名  
起    点  

終    点  

３６１  大野白木線  
南多久町大字花祭 2960 番 7 地先  

南多久町大字花祭 3464 番 1 地先  

５８０  梅野・大峠線  
多久町 1887 番 12 地先  

多久町 3555 番 1 地先  

１０３９  十原４号線  
北多久町大字小侍 1245 番 17 地先  

北多久町大字小侍 1245 番 19 地先  

１０４０  十原５号線  
北多久町大字小侍 1245 番 28 地先  

北多久町大字多久原 1283 番 3 地先  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

                 多久市長  香 月  正 則  

 

（提案理由）  

 市道路線の見直しにより、４路線を廃止する必要があるため、この案を提案

する。 
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N

大野白木線 L=1358.7m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線

議案甲第10号 参考資料
位置図 縮尺 1/2,500

路線番号361号 大野白木線
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議案甲第10号 参考資料
位置図 縮尺 1/1,500

路線番号580号 梅野・大峠線

N

梅野・大峠線 L=322.9m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線
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議案甲第10号 参考資料
位置図 縮尺 1/1,000

路線番号1039号 十原4号線
路線番号1040号 十原5号線

N

十原5号線 L=55.0m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線

十原4号線 L=30.8m

コメリ
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議案甲第１１号 

 

   市道路線の認定について  

 

 市道路線を次のとおり認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

路線番号  路  線  名  
起    点  

終    点  

３６１  大野白木線  
南多久町大字花祭 2960 番 7 地先  

南多久町大字花祭 3475 番地先  

５８０  梅野・大峠線  
多久町 1887 番 12 地先  

多久町 3555 番 1 地先  

１０３９  十原４号線  
北多久町大字小侍 1240 番 22 地先  

北多久町大字小侍 1240 番 17 地先  

１０４０  十原５号線  
北多久町大字小侍 1245 番 28 地先  

北多久町大字多久原 1240 番 19 地先  

１０４６  十原７号線  
北多久町大字小侍 1299 番 10 地先  

北多久町大字多久原 1240 番 16 地先  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年３月２日  

 

                 多久市長  香 月  正 則  

 

（提案理由）  

 新規５路線を認定する必要があるため、この案を提案する。  
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N

大野白木線 L=1068.7m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線

議案甲第11号 参考資料
位置図 縮尺 1/2,500

路線番号361号 大野白木線
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議案甲第11号 参考資料
位置図 縮尺 1/1,500

路線番号580号 梅野・大峠線

N

梅野・大峠線 L=290.4m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線
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議案甲第11号 参考資料
位置図 縮尺 1/1,000

路線番号1039号 十原4号線
路線番号1040号 十原5号線
路線番号1046号 十原7号線

N

十原5号線 L=226.0m

凡　　　例

市道廃止路線

市道認定路線

十原4号線 L=83.3m

コメリ
十原7号線 L=60.0m
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議案乙第７号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市一般会計補正予算（第６号）について、次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。  

 

 

   令和８年３月２日  

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 令和７年度多久市一般会計補正予算（第６号）を専決処分したので、承認を

求める必要がある。  
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専決第１号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市一般会計補正予算（第６号）について、別冊のとおり専決処分

する。 

 

 

   令和８年１月１４日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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議案乙第８号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市一般会計補正予算（第７号）について、次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。  

 

 

   令和８年３月２日  

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 令和７年度多久市一般会計補正予算（第７号）を専決処分したので、承認を

求める必要がある。  
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専決第２号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市一般会計補正予算（第７号）について、別冊のとおり専決処分

する。 

 

 

   令和８年１月２０日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

 


